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国立大学附属病院について
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国立大学附属病院の位置づけ
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○医師及び歯科医師の養成を行う大学医学部及び歯学部の教育研究に必要な施設として
設置されている病院（大学設置基準第３９条）

○高度な医療の提供、高度な医療技術の開発・評価、研修の実践にあたる「特定機能病
院」に承認されている病院（医療法第４条の２）

区分 大学数
うち医系病院を
置く大学数

国立大学 ８６ ４２

公立大学 ９１ ８

私立大学 ６００ ３０

計 ７７７ ８０

出典：平成２８年度学校基本調査報告書 出典：平成２８年度国立大学法人等施設実態報告書

附属病院以外の面積
約２，２３０万㎡
（約８６％）

附属病院の面積
約３５０万㎡
（約１４％）

附属病院の法令上の位置づけ

国立大学の建物面積附属病院を持つ大学の割合



国立大学附属病院の位置づけ

大学病院(本院) 80病院 ［医病］

国立大学 42病院
公立大学 8病院 他分院 4病院
私立大学 30病院 他分院53病院

（平成２８年６月現在）

大学病院の分布
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・国際水準の医療の提供
・医療における国際的リーダー
シップの発揮 等

国際化

・地域医療の中核機関（ハブ機能）
としての担い手

・特定機能病院や災害拠点病院等の
政策的医療機関としての担い手 等

地域貢献等

国立大学附属病院の位置づけ

主な社会的状況の変化等を踏まえ、今後の附属病院施設の整備は、
①教育、②研究、③診療、④地域貢献・社会貢献及び⑤国際化の五つの基本的な機
能・役割を踏まえて行うことが求められる。

診 療

・地域の中核病院として質の高い
最先端医療の提供

・新たな医療(低侵襲治療や再生
医療等)の提供 等

・高度な医療技術の開発，評価，
研究の実践

・臨床医学発展と医療技術水準の
向上への貢献 等

研 究

教 育

・将来の医療や高度な医療を担う
医療人の教育・育成の実施 等
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国立大学附属病院の施設整備
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財政融資資金からの借入金
（約９割）

補助金
（約１割）

＋

附属病院施設整備の財源

当初予算額 (一般会計・施設整備費補助金)

補正予算額等（一般会計・施設整備費補助金）

当初予算額（財政融資資金）

当初予算額（復興特会・施設整備費補助金）

補正予算額（復興特会・施設整備費補助金)

財政融資資金からの
借入額（白色）は
毎年４００億円程度

国立大学施設整備予算額の推移（平成8年度～29年度）

附属病院の施設整備
はその９割を借入金
（自己資金）による



老朽化・狭隘化への対応や、教育・研究機能の更なる向上、

新たな先進医療や地域医療への対応など、

附属病院の本来的機能・役割を十分発揮していくために、

病院の主要３部門となる外来部門、中央診療部門、病棟部門を中心とした

施設の全体的な整備を行うもの

国立大学附属病院の施設整備

再開発整備とは

再開発整備前 再開発整備後
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国立大学附属病院の施設整備

昭和50年代から始まった再開発整備は多くの大学で１度目の整備を終えている状況

Ⅰ期（Ｓ62～Ｈ3） Ⅲ期（Ｈ10～12） Ⅰ期（Ｓ62～Ｈ3） Ⅲ期（Ｈ10～12）

増築(H18～19) 改修(H22～23)

Ⅰ期（S62～H元） 改修（Ｈ20～21）

（H10） 改修(H21～23)

Ⅰ期（H24～27）

済：整備済　２４大学 ：完了

中：整備中　１７大学 ：工事中

未：未整備　　１大学 ：未整備

※○○（H00～00(00)）のアンダーライン部は繰越年度を示す。

（H22～24(25)） 増築（H19～21） （H26～29）（H26～29） 改修(H21～22)鹿 児 島 大 学 平 成 19 年度 中

熊 本 大 学 平 成 11 年度 中 Ⅰ期（H11～H14） Ⅱ期（H19～21）

九 州 大 学 平 成 ８ 年 度 中

（H23～25(26)）

感染症ｾﾝﾀｰ(H22～23) 増築（H16～H19） 改築(H24～27) 改修（H20～23）長 崎 大 学 平 成 16 年度 中 （H16～19）

（H15～H18）

Ⅰ期（H9～13） Ⅱ期（H13～17） Ⅰ期（H9～13） Ⅱ期（H13～17）

Ⅰ期（H7～9） Ⅱ期（H18～21） （H12～14） （H24～27）

(H18～21)

（H24～27） （S63～H3） （H8～10）

徳 島 大 学 平 成 ７ 年 度 中

（H10～H14） 入院棟改修（H22～23） 増築(H21～25) 増築(H21～25) 改修(H25(26))広 島 大 学 平 成 10 年度
（平成26年度終了）

済

金 沢 大 学 平 成 ９ 年 度
（平成28年度終了）

済

（H13～17） (H18～20)

三 重 大 学 平 成 18 年度 中 （H19～23） （H19～23） （H23～26）

名 古 屋 大 学 平 成 ５ 年 度
（ 平 成 27 年 度 ）

済

凡
例

Ⅰ期（H5～7） Ⅱ期(H8～10）

岡 山 大 学 平 成 10 年度 中

京 都 大 学 昭 和 60 年度
（ 平 成 27 年 度 ）

済 （S60～62）

Ⅰ期（H10～14） Ⅱ期（H16～19） Ⅰ期増築（H22～24） Ⅱ期増築（H25～28(29)） （S58～59）

Ⅰ期（H9～12） Ⅱ期（H10～13） （H13～16） (H18～20) 増築（H23～25） 改修(H26～30) 増築（H26～30） 改修(H26～30)香 川 大 学 平 成 23 年度 中 改修(H26～30)

改修(H26～30)

新 潟 大 学 平 成 ９ 年 度
（平成25年度終了）

済 Ⅰ期（H9～12） Ⅱ期（H14～17） 増築(H18～21） 改修(23～24) (H21～24) 山 梨 大 学 平 成 24 年度 中

Ⅰ期（H8～11） Ⅱ期(H24～28) Ⅰ期（S58～62） Ⅱ期（H14～17） （H2～5） 増築（H23～25） 改修(H26～30)福 井 大 学 平 成 23 年度 中

増築（H16～19） 改修（H20～22） (H23～26)

58
年 Ⅱ期(H29～31) 増築（H24～27）

増築（H23～25） 改修(H26～30)東 京 大 学 済

琉 球 大 学 未 着 手 未千 葉 大 学 平 成 16 年度 中

平 成 ２ 年 度
（平成28年度終了）

増築（H29～32）

増築（H19～21） 改修(H21～24) 改修(H22～25(26)) 改修(H22～25(26)) 増築（H22～24） 改修(H25～29) 改修(H25～29) 改修(H25～29)大 分 大 学 平 成 22 年度 中秋 田 大 学 平 成 18 年度
（ 平 成 27 年 度 ）

済

東 北 大 学 昭 和 61 年度
（平成23年度終了）

済

既
　
　
　
設
　
　
　
大
　
　
　
学

北 海 道 大 学 昭 和 61 年度
（ 平 成 10 年度終了 ）

済

東 京 医 科 歯 科
大 学

昭 和 62 年度
（ 平 成 15 年度終了 ）

済

大 阪 大 学 昭 和 62 年度
（ 平 成 ５ 年 度 終 了 ）

済

岐 阜 大 学 平 成 11 年度
（ 平 成 16 年度終了 ）

済

Ⅰ期（H8～11） Ⅱ期（H14～17） （S62～H元） 増築（H19～21） 増築（H23～24(25)） 改修(H25～29)佐 賀 大 学 平 成 23 年度 中
増築（H23～24(25)） 改修(H25～29) 改修(H25～29)

改修（H22～24）

56
年

信 州 大 学 昭 和 62 年度
（ 平 成 22 年度終了 ）

済

群 馬 大 学 昭 和 60 年度
（ 平 成 21 年度終了 ）

済

Ⅰ期（H3～5） Ⅱ期（H7～8） （H11～13） （H18～20） 改修（H21） 増築（H23～26）

Ⅰ期（S61～63） Ⅱ期（H元～3） （H8～10） （H16～19） 救命救急ｾﾝﾀ (ーH21) 増築（H20～22） 改修(23～25) 改修（H25～29） 改修（H25～29）富 山 大 学 平 成 20 年度 中54
年

Ⅰ期（S62～H元） Ⅱ期（H10～12） Ⅱ期（Ｈ15～18） （S60～61）

弘 前 大 学 昭 和 61 年度
（ 平 成 22 年度終了 ）

済

増築（H20～21）山 口 大 学 平 成 26 年度 中

昭和60年度～平成9年度 Ⅰ期（S62～H元） Ⅱ期（H2～4） （H7～8） （S60～61）

改修(H21～23)増築（H26～H30） 増築（H26～H30） 増築（H17～19） 改修（H19,H20～21）滋賀医科大学 平 成 17 年度
（平成23年度終了）

済53
年

（S62～H元） （H4～6） （H4～6） 改修（H22～23） 改修（H23～24） 改修(H19～20) 増築（H20～21） 改修（H23～24）
平 成 18 年度
（平成24年度終了）

済

筑 波 大 学

鳥 取 大 学 昭 和 62 年度
（ 平 成 ６ 年 度 終 了 ）

済 宮 崎 大 学

Ⅰ期（S56～58） Ⅱ期（H10～13） （Ｓ56～58） （Ｓ59～61） 増築（H18～21） 改修(H22～25） 改修（H22～25） 改修（H22～25）浜松医科大学 平 成 18 年度
（平成25年度終了）

済

改修（H23～26）

神 戸 大 学 昭 和 56 年度
（ 平 成 14 年度終了 ）

済

（S63～H4） （H元～4） 平 成 19 年度 中

山 形 大 学 平成 1 ７年度
（平成28年度終了）

済 増築（H17～19） 改修(H20～22）

（H元～5） （H6～8） （S61～63） 改修（H10～16） 増築（H10～13）

Ⅰ期（Ｓ62～Ｈ3） Ⅱ期（Ｈ5～8） Ⅱ期（Ｈ5～8）

改修（H23～26）

改修（H10～16） 改修（H16）旭川医科大学 平 成 10 年度
（平成16年度終了）

済

51
年

Ⅱ期（Ｈ5～8） 増築（H10～13） 改修（H13～16） 改修（H13～16） 改修（H13～16）愛 媛 大 学 平 成 10 年度
（平成16年度終了）

済

改修(H29～33）

増築（H23～26）

（H11～14） （H11～14）

（S63～H4) ＰＦＩ事業 ＰＦＩ事業

（H11～14）

設
置

再 開 発 整 備
開 始 年 度

整備
状況 病 棟 中 央 診 療 棟 外 来 診 療 棟 設

置

再 開 発 整 備
開 始 年 度

整備
状況 病 棟 中 央 診 療 棟 外 来 診 療 棟

大 学 名 大 学 名
前回の再開発整備期間 前 回 の 建 物 整 備 時 期 前 回 の 建 物 整 備 時 期 前 回 の 建 物 整 備 時 期 前回の再開発整備期間 前 回 の 建 物 整 備 時 期 前 回 の 建 物 整 備 時 期 前 回 の 建 物 整 備 時 期

改修(H30～33)

52
年

改修(H21～23)

増築（H20～23） 改修(H22～24) 増築（H20～23） 改修(H22～24)島 根 大 学 平 成 20 年度
（平成24年度終了）

済

高 知 大 学 平 成 23 年度 中

完了：24大学 整備中：17大学 未着手：1大学

再開発整備の進捗状況
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国立大学附属病院施設の防災機能強化
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事業継続計画（ＢＣＰ）とは
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大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライ

チェーン（供給網）の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生して

も、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧さ

せるための方針、体制、手順等を示した計画のこと。

事業継続計画（ＢＣＰ）とは

出典：「事業継続ガイドライン（平成２５年８月改訂）」 内閣府



事業継続計画（ＢＣＰ）とは

11

病院における事業継続計画（ＢＣＰ）

時間経過

病
院
機
能

出典：「BCPの考え方に基づいた病院災害対応計画作成の手引き（平成２５年３月）」 厚生労働省

災害時の病院における事業の中心は病院機能を維持した上での被災患者を含めた
患者すべての診療であり、それらは、発災直後からの初動期、急性期、その後の亜
急性期、慢性期へと変化する災害のフェーズに対して継ぎ目無く可及的円滑に行わ
れるべきであり、病院の被災状況、地域における病院の特性、地域でのニーズの変
化に耐えうるものでなければならない。このために病院機能の損失を出来るだけ少
なくし、機能の立ち上げ、回復を早急に行い、継続的に被災患者の診療にあたれる
ような事業継続計画計画（ＢＣＰ）をもりこんだ災害対策マニュアル作りが求めら
れている。

発災直後から、病院機能
を維持した上で、被災患
者を含めた患者すべての
診療を行う必要から、一
般事業所のBCPとは異な
る。



政府等の取組

●災害時における初期救急医療体制の充実強化について（平成８年５月）：厚生省（当時）
➡「災害拠点病院の整備」等を積極的に推進することにより、特に災害時における初期救急医療体制の充実強化を推進する。

●国土強靭化基本計画（平成２６年６月）
➡災害拠点病院となる国立大学附属病院における防災・減災機能（水の確保，浸水対策等）の充実を図る。

●国土強靭化アクションプラン２０１５（平成２７年６月、国土強靭化推進本部）
➡災害拠点病院の自家発電設備，受水槽，備蓄倉庫の整備を推進するとともに，災害拠点病院となる国立大学附属病院にお

いて，災害時の用水の確保や浸水対策等を推進する。

●「熊本地震の被害を踏まえた学校施設の整備について」緊急提言（熊本地震の被害を踏まえ
た学校施設の整備に関する検討会）
➡大学附属病院については，地域医療の拠点として医療を継続する観点から，電気・ガス・上下水道等の機能確保のための

対策を進めていく必要がある。

●国立大学附属病院の将来像～現状と展望～（平成２８年６月、国立大学附属病院長会議）
➡大災害時における国立大学附属病院間の地域ブロック毎の連携と全国規模での連携体制を速やかに構築
➡自治体・地域医療機関との連携と役割分担を明らかにして危機管理システムに積極的に参画し，ＢＣＰの策定を通じて

「災害に強い国立大学附属病院」の構築。
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過去の震災を踏まえた国等の対応

災害拠点病院の指定要件が示された



（２）施設及び設備
①医療関係
ア．施設
災害拠点病院として、下記の診療施設等を有すること。
（ア）病棟（病室、ＩＣＵ等）、診療棟（診察室、検査室、レントゲン室、手術室、人工透析室等）等救急診療に必要な部門
を設けるとともに、災害時における患者の多数発生時（入院患者については通常時の２倍、外来患者については通常時の５倍
程度を想定）に対応可能なスペース及び簡易ベッド等の備蓄スペースを有することが望ましい。
（イ）診療機能を有する施設は耐震構造を有することとし、病院機能を維持するために必要な全ての施設が耐震構造を有する
ことが望ましい。
（ウ）通常時の６割程度の発電容量のある自家発電機等を保有し、３日分程度の燃料を確保しておくこと。また、平時より病
院の基本的な機能を維持するために必要な設備について、自家発電機等から電源の確保が行われていることや、非常時に使用
可能なことを検証しておくこと。なお、自家発電機等の設置場所については、地域のハザードマップ等を参考にして検討する
ことが望ましい。
（エ）適切な容量の受水槽の保有、停電時にも使用可能な井戸設備の整備、優先的な給水協定の締結等により、災害時の診療
に必要な水を確保すること。
イ．設備
災害拠点病院として、下記の診療設備等を有すること。
（ア）衛星電話を保有し、衛星回線インターネットが利用できる環境を整備すること。また、複数の通信手段を保有している
ことが望ましい。
（イ）広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）に参加し、災害時に情報を入力する体制を整えておくこと。すなわち、
情報を入力する複数の担当者を事前に定めておき、入力内容や操作方法などの研修・訓練を行っておくこと。
（ウ）多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うために必要な診療設備
（エ）患者の多数発生時用の簡易ベッド
（オ）被災地における自己完結型の医療に対応出来る携行式の応急用医療資器材、応急用医薬品、テント、発電機、飲料水、
食料、生活用品等
（カ）トリアージ・タッグ

政府等の取組
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災害拠点病院の指定要件（抜粋）

平成２９年３月３１日改訂（厚生労働省）

国立大学附属病院は多くが災害拠点病院に指定されており、全てが指定要件を満たしている。

（基幹災害拠点病院：９病院 地域災害拠点病院：２８病院）



文部科学省の取組

●文部科学省防災業務計画（平成１３年１月６日文部科学大臣決定）
➡災害による文教施設・設備及びその他の文部科学省関係施設・設備の被害を予防し、人命の安全を確保し、教育研究活動

その他の活動遂行上の障害を取り除くため、文部科学省は関係機関に対し、指導及び助言並びに援助を行う。

●今後の国立大学附属病院施設整備に関する検討会・報告書（平成２６年３月、文部科学省）
➡附属病院においても防災機能の強化を図り、災害時における医療拠点としての機能・役割を果たすことが期待されている。
➡ＢＣＰや定期的な訓練等を踏まえ、災害拠点として必要な機能を強化（自家発電設備、受水槽、井戸及び非常用昇降機の

設置等）することが重要である。

●国立大学附属病院施設整備に関する事例集（平成２７年３月、文部科学省）
➡国において、国立大学法人における病院ＢＣＰ策定の動きを踏まえつつ、現状の防災機能の把握や充実に取り組み、今後

の附属病院の防災機能強化を支援していくことが重要である。

●国立大学等施設設計指針（平成２６年７月文部科学省）
➡各国立大学等が持つ強みや特色をいかしつつ、大学等の多様性や地域の特性を踏まえた上で、災害、事故、犯罪から利用

者を守る安全性の確保。

●官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（統一基準）
➡地震災害、津波災害及びそれらの二次災害に対する安全性に関する基本的事項を定めるとともに、保全に係る事項につい

て定め、地震及び津波による災害時に官庁施設として必要な機能の確保を図る。

14

過去の震災を踏まえた文部科学省の対応



文部科学省の取組

○これまで再開発整備など計画的、継続的に附属病院施設を整備。

○防災機能についても、災害拠点病院の指定のみならず、再開発整備に伴う電気・

水の使用量の増加等を加味し、当該再開発に併せて一定の充実・強化。

再開発整備を継続的に実施

防災機能強化への予算措置

15

○通例の再開発整備以外にも平成２３年度以降補正予算にて三度にわたり予算措置

・自家発電設備による電気の確保や浸水対策、水の確保のための整備

熊本地震をうけて新たな課題も出てきている・・・

国立大学附属病院施設は
防災機能について一定水準までは底上げがなされている状況



自家発電設備関連

自家発電設備 埋設重油タンク

《平成２３年度第３次補正予算》
事業費総額 約７０億円
・自家発電設備：１９法人１９事業

《平成２４年度経済危機対応・地域活性化予備費》
事業総額 約５７億円
・自家発電設備：１８法人１８事業

非常用電源の確保※

・自家発電設備：通常時の６割程度の発電容量を確保
・燃 料 タンク：３日分程度の燃料を確保

止水対策 受水槽 非常用ＥＶ 離着陸場

防災機能強化関連

防災ヘリ

防災機能強化の対策例
・浸水対策（受変電設備の推移・嵩上げ・止水対策）
・診療に必要な水の確保※（受水槽・井戸）
・昇降機の防災対策
（耐震安全性の向上・自動復旧装置等の更新改修）

・ヘリコプターの離着陸場の確保※

（病院敷地内に場外離着陸場）

《平成２４年度補正予算》
事業費総額 約４５億円
・浸水対策 ： ４法人 ４事業
・水の確保 ：１３法人１３事業
・昇降機 ：１４法人１４事業
・ヘリポート： ６法人 ６事業

文部科学省の取組

16



文部科学省の取組

○地震等の「自然災害」対策を中心に、現状を踏まえた今後の附属病院施設における

防災機能強化の在り方について検討することを目的として、平成２７年７月に病院防

災の専門家等で構成される「国立大学附属病院施設の防災機能強化に関する検討会」

を設置し、平成２８年１１月に報告書をとりまとめた。

防災機能強化に関する検討会

○全国の４５附属病院（４２医学部附属病院、２歯学部付属病院及び１研究所附属

病院）における主な防災関連設備の整備実態等を把握することを目的として、平成

２８年１月に「国立大学附属病院における防災機能強化の取組に関する実態調査」

を実施した。

17

実態調査においては、災害を想定する基礎となる立地条件や、

被災時のライフライン確保のための施設整備状況について調査。



国立大学附属病院の防災機能強化の現状

18



国立大学附属病院の防災機能強化の現状

立地状況

19

ＢＣＰ策定においては、災害を想定する必要がある

附属病院は標高５０メートル以下、海岸からの距離１０キロメートル以下に集中して、
立地している。また、１０附属病院においては、同敷地内にあって、かつ都道府県等の
想定する津波等による浸水想定区域内にある。

海岸からの距離
が１０ｋｍ以下
に集中して立地

標高５０ｍ以下
に集中して立地

海岸距離 標高



国立大学附属病院の防災機能強化の現状
※防災マニュアルや病院ＢＣＰについては、全４５附属病院
（うち、病院ＢＣＰは２０附属病院）において策定済み。想定災害

20

津波災害 水害 雪害 その他

立地条件を踏まえ、
２２病院が
水害を想定



国立大学附属病院の防災機能強化の現状
自家発電設備は４５附属病院全てに設置されており、災害拠点
病院の指定要件にある３日分（７２時間）以上の燃料が確保さ
れている。

電気の確保

21

【災害拠点病院指定要件】
通常時の6 割程度の発電容量のある自家発電機等を保有
し、3 日分程度の燃料を確保する。自家発電機等の設置
場所については、地域のハザードマップ等を参考にして
検討する。

すべての附属病院
において、

７２時間以上確保



国立大学附属病院の防災機能強化の現状
受水槽（上水）は４５附属病院全てに設置されており、
平均で２．６日分の水を確保している。

水の確保

22

【災害拠点病院指定要件】
適切な容量の受水槽の保有、停電時にも使用可能な井戸
設備の整備、優先的な給水協定の締結等により、災害時
の診療に必要な水を確保する。

※１ 被災時に病院で使用する受水槽の総容量（平常時は医学部用途だが被災時には病院へ供給する場合を含む）
※２ 被災時に病院で使用する１日最大使用給水量に対する水の確保日数（日）

平均値で
２．６日分の水

を確保



国立大学附属病院の防災機能強化の現状

全４５附属病院中、３０附属病院において井水（飲用）を設置している。
被災時想定１日最大使用給水量に対する井水（飲用）の１日供給能力の割合について、
３０附属病院の平均は約２６０％となっている。

井水（飲用）の設置状況

23

【災害拠点病院指定要件】
適切な容量の受水槽の保有、停電時にも使用可能な井戸設備の整備、優先的
な給水協定の締結等により、災害時の診療に必要な水を確保する。

多くの大学で被災時想定給
水量の１００％以上の井水

を確保



熊本地震等の経験を踏まえた
防災機能強化の課題

24



阿蘇大橋

５Km

１０Km

２０Km

益城町
最大震度

７

西原村
最大震度

７

熊大医学部附属病院

前震

本震

P.１熊本大学附属病院の被災状況と取組等

前震：平成２８年４月１４日（21:26） 最大震度７ M６.５
震源 熊本県上益城郡御船町 震源の深さ １１Km

本震：平成２８年４月１６日（01:25） 最大震度７ M７.３
震源 熊本県上益城郡嘉島町 震源の深さ １２Km

熊本地震の概要

25



熊本大学附属病院の被災状況と取組等

26

熊本大学は、平成１１年度より計画的に再開発整備を

行っており一定の成果がみられた。

・病棟、中央診療棟の免震化により、建物被害が最小限に抑えられた。
→ 熊本県内の医療継続困難となった医療機関からの重症患者等の受入れ

・自家発電設備の整備 → 停電後も電気を継続供給
・ヘリポートの整備による広域救急の実現 → 被災した救急患者の多数受入れ
・医療ガス（酸素）、非常電源の設置 → トリアージの円滑な実施

※右の非免震建物では家具等が移動、
転倒したが、左の免震建物では積み重
ねたシャーレも転倒していない。

再開発整備の成果



熊本大学附属病院の被災状況と取組等

27

○公共ライフラインの被害による医療への影響

・飲用、患者給食用、医療用の水不足、空気調和機（水冷式）の運転停止
・蒸気ボイラー（ガス焚）の稼働停止に伴う滅菌装置の使用停止

※公共ライフラインの被害状況
・停電（４月１６日の被災直後，約１時間４０分間）
・市水の供給停止（４月２５日から供給再開）
・井水の濁り発生（４月３０日から使用可能）
・都市ガスの供給停止（中圧は４月１６日から，低圧は４月２０日から供給再開）

○建物損壊による二次被害の危険

施設整備上の課題

免震建物と非免震建物をつ
なぐ渡り廊下において、揺
れに合わせて可動する部分
のカバーが外れ、床面など
に大きな隙間ができたこと
によって、人の転落などの
二次被害が発生する危険が
生じた。



○地域貢献・社会貢献

P.５熊本大学附属病院の被災状況と取組等

熊本大学医学部附属病院は、熊本地震後、熊本県知事からの要請に基づいて医療従事者を派遣
するとともに（図３－１参照）、被災した近隣病院が担っていた周産期医療を代行し、小児心
臓外科チームの受入れを実施した。

○医療継続のための取組

・院内保育所の受入れ拡充等
学校・保育園の休校・休園期間中において、学童保育の実施や院内保育園の受入れを拡充

・タテ動線の確保
余震によるエレベーターの停止に備え保守業者を院内に常駐

熊本大学における取組

28



○熊本大学支援連絡会の設置

P.５熊本大学附属病院の被災状況と取組等

熊本地震では、文部科学省高等教育局長及び九州大学総長の意を受けて、九州・山口の各国
立大学法人が、熊本大学を支援することを目的に「熊本大学支援連絡会」を設置した。

○物的支援

熊本大学支援連絡会では、熊本大学医学部附属病院からの要請に基づいて、九州大学が各国
立大学法人の支援可能物資を取りまとめの上、水や非常食などの救援物資を計画的に搬送し
た（次ページ図３－２参照）。その結果、熊本大学医学部附属病院は、院内の入院患者や搬
送された救急患者に対して、食料や水を供給することが可能となり、地域の医療拠点として
の機能・役割を発揮することができた。
なお、熊本大学医学部附属病院建物内の飲用水については、４月３０日時点ですべて飲料水
として利用可能になったことにより、支援物資提供については中断している。

＜熊本大学支援連絡会＞
（目的）
多くの被災者を受け入れている熊本大学・同附属病院を支援するため、熊本大学支援
連絡会を設置し、九州・山口の各大学等が連携協力することにより、より効率的・効
果的な支援を行う。
（構成）
・座長：九州大学総長
・構成員：沖縄県を含む九州地方及び山口県の１０国立大学長

九州地域の連絡協力体制
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P.５熊本大学附属病院の被災状況と取組等
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今後の課題

① 患者や医療従事者の安全確保

② 医療継続に必要な電気・水・ガスの確保

③ 附属病院間及び地域等と連携した取組

31

文部科学省では、実施した実態調査や熊本地震における熊本大学医学部附属病
院での被災状況などを踏まえ、これまでの防災機能強化の成果と課題について
以下の３つの観点で整理。



今後の課題

①患者や医療従事者の安全確保

32

・外来ホールなどの大空間は、災害時には診療スペースやトリアージスペースとして活用
されることから、早急に耐震対策を行い、被災時における患者や医療従事者などの安全
の確保を図ることが必要。

・医療機器や家具の移動・転倒防止対策や、自家発電設備や受水槽設備など防災関連設備の
転倒防止及び配管等の耐震化を図ることが必要。

・ヘリポートを建物の屋上階に設置している場合には、患者搬送に必要となる非常用エレ
ベータの耐震対策。

○これまでの成果

・病棟、中央診療棟及び外来診療棟などの主要な附属病院施設について、後年度に耐震対策
を予定している附属病院などを除き、構造体の耐震化は図られている。

・また、熊本大学医学部附属病院では、再開発整備において病棟及び中央診療棟に免震構造
を採用しており、熊本地震の際は、渡り廊下のエキスパンションジョイントカバー※が外
れたものの、建物内部において医療機器などの転倒は見られなかった。

○今後の課題

・免震接続部のカバーが外れたことによる、被災直後の人の転落防止など二次被害防止対策
を講じることが必要。

※揺れに合わせて可動する部分のカバー



今後の課題

②医療継続に必要な電気・水・ガスの確保

33

・津波等の浸水想定区域にある場合には、電気室や自家発電設備などの電気設備を屋上
階や中間階にかさ上げしたり、防潮板の整備が必要。

・地域の実情に応じて供給が可能になるまでの日数を検討した上で必要な備蓄を行うと
ともに、事業者と重油・水・医療ガス等の優先供給協定の締結しておくなど補給を受
け入れやすい体制を整えておくことが重要。

・トリアージスペースにおいて治療を行う際の医療ガス端末や非常用電源などの設置。

○これまでの成果

・附属病院施設は、災害拠点病院に指定されていない附属病院も含め、これまで再開発整
備などに併せて自家発電設備や受水槽などの主要な防災関連設備を整備している。

○今後の課題

・既に整備された防災関連設備や配管などは老朽化が進展してきており、計画的に更新し
ていく必要がある。あわせて、排水一時貯留槽などの下水排水対策や、受水槽に緊急遮
断弁を設置することも必要。



今後の課題

③附属病院間及び地域等と連携した取組
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・南海トラフ地震などの広域地震が発生した際の支援体制の在り方や、水害や雪害、火山
噴火などの地震以外の災害に対する支援策が課題となっており、引き続き、国立大学附
属病院長会議を中心に検討していくことが重要。

・患者カルテなどの医療情報は被災時の医療活動に必要不可欠であることから、事前に地
域内で医療情報ネットワークを構築しておくことが重要。

○これまでの成果

・附属病院は、平成２０年４月に締結した「災害時における国立大学附属病院相互支援に
関する協定」に基づいて、東日本大震災以降、各地域の基幹附属病院を中心に、被災直
後から被災した附属病院に対して、人的・物的支援を行ってきた。

○今後の課題

・地域の医療計画などを踏まえつつ、地方公共団体や地域の医療機関との連携強化してい
くことが重要。実践的な防災訓練などを通して、施設整備上の課題を抽出する。

・こうした取組を通じて、個々の附属病院が被災時の機能・役割を明確にし、防災マニュ
アルや病院ＢＣＰに反映した上で、必要となる整備を計画的に行っていくことが重要。



ＢＣＰを踏まえた施設整備

○平成２９年３月、災害拠点病院の指定要件に業務継続計画の整備が加わったこ

ともあり、国立大学附属病院においても病院ＢＣＰの策定、あるいは、策定に

向けた検討を行っている。

○ＢＣＰの考え方に基づいて、具体的な災害を想定した上で、被災時の施設の状

況を把握し、関係者で共有することが必要。

○今後も引き続き、病院ＢＣＰを踏まえた施設整備を計画的に実施していくこと

が重要。

災害拠点病院指定要件の一部改正について（平成２９年３月３１日 厚生労働省）

災害拠点病院の指定要件として、災害拠点病院の運営体制について以下の要件を満たすこと
を追加すること。

①被災後、早期に診療機能を回復できるよう、業務継続計画の整備を行っていること。

②整備された業務継続計画に基づき、被災した状況を想定した研修及び訓練を実施すること。

（一部抜粋）
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事例紹介

※国立大学附属病院施設の防災機能強化に関する報告書より抜粋
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国立大学附属病院施設の防災機能強化に関する報告書（概要）
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○今後の国立大学附属病院施設整備に関する検討会・報告書（平成２６年３月）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/kokuritu/1331188.htm

○国立大学附属病院施設整備に関する事例集（平成２７年３月）
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/032/index.htm

○国立大学附属病院施設の防災機能強化に関する報告書（平成２８年１１月）
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/039/index.htm


